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CEFRの成立（2001年）�

Council  of  Europe  (Europarat)	

•  Common  European  Framework  of  Reference  for  
Languages:  learning,  teaching,  assessment	


•  Le  Cadre  européen  commun  de  références  pour  les  
langues  -­‐‑  Apprendre,  Enseigner,  Évaluer	


•  Gemeinsamer  europäischer  Referenzrahmen  für  
Sprachen:  Lernen,  lehren,  beurteilen	


•  日本語版：吉島茂/大橋理枝（訳・編）『外国語の学
習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』朝
日出版社、2004年	
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CEFR成立の社会的背景�

•  国境の実質的廃止（EU内）	

•  人口移動　→　職業、修学	

•  教育の平準化	


o  cf.  ソクラテス計画、ボローニャ計画	


•  共通の基準と評価	

•  学校種間、段階の比較と接合	




1 3 

欧州の外国語教育の変遷�

•  エリート教育から一般人教育へ	

•  古典教育から現代語による異文化間コミュニケー

ションへ	

•  教員中心から学習者中心へ	

•  学校教育から生涯教育へ	

•  一貫性と透明性の確保	

•  すべての生徒が母語以外に2言語を学ぶ（EUと欧

州評議会共通の政策）	


Council  of  Europe（欧州評議会）�

•  CEFRは欧州評議会の主導により成立	

•  欧州評議会の役割	


o  人権、民主主義の保護、社会的・法的規範の確立の
ための合意形成、共通の価値観に基づくヨーロッ
パ・アイデンティティの自覚促進	


o  特に文化、教育政策に取り組む	

o  言語教育政策：個人、地域、国のアイデンティティ
を尊重しつつ、ヨーロッパ・アイデンティティを育
む�
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欧州評議会の言語政策�

•  言語・文化の多様性の促進（複言語・複文化主
義）	


•  相互理解の促進	

•  民主的市民性の促進	

•  社会的結束の促進	


CEFRの目的  

�•  多文化環境のヨーロッパにおける市民の複言語
能力・複文化能力の養成�

•  ヨーロッパにおけるそれぞれの実績の相互認知�
•  学校教育の内外での学習の成功  

	
  →生涯学習・自律学習�
•  新しいグロバールな世界におけるコミュニケー
ション能力と社会的行動能力の養成�
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CEFRの対象  
Council  of  Europe  の47参加国�

•  参加国教育行政機関	

•  学校等諸教育機関	

•  学習者	

•  教員	

•  検定機関	

•  教材作成者（出版社）	
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CEFRの特徴�

•  教育現場への具体的指示ではなく、問題提起で
ある。	


•  現場は学習者の必要性、動機、特徴、学習教材
について反省することを強く勧める。	


•  教師・学習者だけでなく、教育行政機関、試験出
題者、教科書著者・出版社の仕事に一貫性の基
盤を与える。	


•  記述に包括性・明示性・一貫性を保つ。	
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CEFRの基本的姿勢（考え方）�

•  行動中心主義的言語観	

•  Plurilingualism（複言語主義）/  
Pluriculturalism（複文化主義）	


•  Can-­‐‑do  statements  	

•  Partial  competence	

•  4  Savoirs	

•  Domain:  私的・公的・職業・教育言語使用領域	

•  言語能力：「聞く」「読む」「書く」「話す」「やり取り」「仲

介」	

	


行動中心主義�

•  言語使用者・学習者は社会的に行動する者、社
会的存在であり、何らかの課題を遂行・完成する
ことを求められる社会の成員である。	


•  人はさまざまな条件の下で言語活動に携わり、テ
クストを産出・受容する言語処理を行う。	


•  テクストは特定の生活領域のテーマと関連する。	

•  課題の成就を目指し、方略を用いる。	
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複言語主義�

•  複言語主義（Plurilingualism）≠  多言語主義
（Multilingualism）	


•  多言語主義	

o  特定の社会の中での異種の言語の共存	


•  複言語主義	

o  個人の中に複数の言語が相互に連関して存在してい
る状態	


o  方言や身振り・手振りも含めて、個人が状況に応じ
て言語をやりくりして目的を達成	


複言語主義による学習・教育観�

•  理想的母語話者モデルを取らない	

•  言語的弱者に対する配慮	

•  言語能力による仲介機能に着目	
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CEFRの６能力レベル	
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A1 – Breaktrough  

A2 – Waystage 

B1 – Threshold 

B2 – Vantage 

C2 – Mastery 

C1 – Effective Operational Proficiency 

Proficient 
User熟達した
言語使用者  

Indepen-dent 
User自立した
言語使用者  

Basic User 
基礎段階の言
語使用者 

•  5つの能力・技能を対象�

•  「仲介」はレベル表なし�
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共通参照レベルを誰がどう利用する？�

１．教育者　	

o  教員：学習者の母語で表記	

o  Curriculum（cf.第8章）	

o  Syllabus  	

o  European  Language  Portfolio  (ELP)	

o  検定基準作成  （例：　ZD  =  Zertifikat  Deutsch  )	


	


２．学習者	

o  学習者の母語で表記	

o  外国語学習の位置づけ　→　ELP（学習中・学習後）	


	


共通参照レベルと公的試験�

•  ケンブリッジ英検、DELF/DALF、Goethe-­‐‑Institut  
の試験など、欧州の公的試験はレベル分けをCEFR
の共通参照レベルに準拠。	


•  入国管理にも使われる。	

•  アメリカの試験も対応表を出している。	

•  日本の教育現場にも波及効果が。	
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GIの検定試験�
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日本におけるCEFR受容の問題�

•  「共通参照レベル」（6能力レベル）への関心の集中	

•  Portfolioにも関心は払われているが、個別言語ごとの研
究と実践になり、語種横断的な活動は少ない。	


•  CEFRの理念の研究とその応用が希薄である。	

•  日本の言語状況に関する認識が不足している。	

•  日本の言語教育のグランドデザインを議論する研究が少
ない。�
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日本社会の現状と教育の乖離�

•  社会の変化に対応できない言語教育	

•  長期的展望に立った教育理念の不在	

•  明確な話者像の不在	

•  言語政策の不在	

•  言語教育政策の不在�

日本社会の急速な多言語化�

•  近隣アジア諸国や南米からの労働力流入	

•  同じコミュニティーの仲間としての外国語話者たち	

•  小学校などで日本語を母語としない生徒の増加�

•  地方自治体での住民サービス	

•  神奈川県庁のホームページは10言語	


•  母語・継承語とアイデンティティー	
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多言語社会は「当たり前」�

•  日本が単一言語社会という幻想	

•  アイヌ、琉球語  etc.	

•  Old  Comers  &  New  Comers	


•  世界のほとんどの地域は多言語	

•  世界の多くの人間が複数言語話者	


外国語教育の二つの方向�

•  「外」とのコミュニケーション	

•  外国文化の受容	

•  外国への発信	


•  「内」におけるコミュニケーション	

•  国内の複数文化がどのように共生するか	


•  「外」＞「内」　から　「外」≒「内」へ	
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日本の外国語教育の問題�

•  多言語社会としての日本を前提としてこなかった。	

•  「外からの受信」が中心で、一部で辛うじて「外へ
の発信」を考慮してきたに過ぎない。	


•  「外への発信」の多くは英語に依存してきた。	

•  世界の多様性を考慮してこなかった。	

•  現場密着をだんだんと忘れていった：日本企業の敗
北	


•  今、世界と日本社会の多様性に即した言語教育を考え
るとき　→　複言語・複文化能力の養成	


•  Citizenship  教育としての外国語教育�

終わりに：日本における複言語・

複文化能力養成の必要性�

•  多言語・多文化共生社会の実現	

•  独立国の市民として適切な判断を下す能力の

養成 	

•  英語＋１ないし2言語の学習	


o  ロシア語、朝鮮語、中国語、インドネシア語など近隣言語を
含める。	



